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○ 諫 早 市 男 女 共 同 参 画 推 進 条 例  
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条 例 第 19 号  
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わ が 国 で は 、 日 本 国 憲 法 に お い て 個 人 の 尊 厳 と 法 の 下 の 平 等 が う

た わ れ 、 男 女 共 同 参 画 社 会 基 本 法 の 制 定 な ど 男 女 共 同 参 画 社 会 の 実

現 に 向 け た 様 々 な 取 組 が 行 わ れ て き た 。  

諫 早 市 に お い て も 、 国 際 化 や 地 方 分 権 、 少 子 高 齢 化 の 進 展 な ど 、

地 域 社 会 を 取 り 巻 く 環 境 の 急 激 な 変 化 に 対 応 し 、 真 に 豊 か で 活 力 あ

る 社 会 を 構 築 す る た め 、 男 女 共 同 参 画 社 会 の 実 現 に 向 け た 取 組 を 展

開 し て き た 。  

し か し な が ら 、 性 別 に よ る 固 定 的 な 役 割 分 担 の 意 識 や 慣 行 は い ま

だ に 残 っ て お り 、 男 女 が お 互 い に そ の 人 権 を 尊 重 し つ つ 責 任 を 分 か

ち 合 い 、 社 会 の あ ら ゆ る 分 野 に お い て 、 性 別 に か か わ り な く 個 性 と

能 力 を 十 分 に 発 揮 す る こ と が で き る 男 女 共 同 参 画 社 会 の 実 現 が 求 め

ら れ て い る 。  

こ う し た 状 況 を 踏 ま え 、 こ こ に 、 市 、 市 民 、 事 業 者 等 及 び 教 育 関

係 者 の 役 割 を 明 ら か に し 、 こ れ ら の 協 働 の も と 、 男 女 共 同 参 画 社 会

を 実 現 す る た め 、 こ の 条 例 を 制 定 す る 。  

第 １ 章  総 則  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 基 本 理 念 及 び 男
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女 共 同 参 画 に 関 す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め 、 市 、 市 民 、 事

業 者 等 及 び 教 育 関 係 者 の 役 割 を 明 ら か に す る こ と に よ り 、 男 女 共

同 参 画 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 男 女 共 同 参 画 社 会 の 実 現 を

図 る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。   

(1) 男 女 共 同 参 画  男 女 が 、 社 会 の 対 等 な 構 成 員 と し て 、 自 ら

の 意 思 に よ っ て 社 会 の あ ら ゆ る 分 野 に お け る 活 動 に 参 画 す る

機 会 が 確 保 さ れ 、も っ て 男 女 が 均 等 に 政 治 的 、経 済 的 、社 会 的

及 び 文 化 的 利 益 を 受 け る こ と が で き 、か つ 、共 に 責 任 を 担 う こ

と を い う 。  

(2) 積 極 的 改 善 措 置  前 号 に 規 定 す る 機 会 に 係 る 男 女 間 の 格 差

を 改 善 す る た め 必 要 な 範 囲 に お い て 、男 女 の い ず れ か 一 方 に 対

し 、 そ の 機 会 を 積 極 的 に 提 供 す る こ と を い う 。  

(3) 市 民  市 内 に 居 住 す る 者 、 市 内 に 通 勤 す る 者 、 市 内 に 通 学

す る 者 及 び 市 内 を 活 動 の 拠 点 と す る 個 人 を い う 。  

(4) 事 業 者 等  市 内 に お い て 、 営 利 、 非 営 利 を 問 わ ず 、 事 業 又

は 活 動 を 行 う 個 人 及 び 法 人 そ の 他 の 団 体 を い う 。  

(5) 教 育 関 係 者  市 内 に お い て 学 校 教 育 、 社 会 教 育 そ の 他 の あ

ら ゆ る 分 野 の 教 育 に 携 わ る 者 を い う 。  

(6) ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス  や り が い や 充 実 感 を 感 じ な が

ら 働 き 、仕 事 、家 庭 生 活 、地 域 生 活 等 に お い て 子 育 て 期 、中 高

年 期 等 の 人 生 の 各 段 階 に 応 じ た 多 様 な 生 き 方 を 選 択 し 、及 び 実

現 で き る こ と を い う 。  

(7) セ ク シ ュ ア ル ・ ハ ラ ス メ ン ト  相 手 の 意 に 反 し た 性 的 な 言

動 に よ り 相 手 を 不 快 に さ せ 、相 手 の 尊 厳 を 傷 つ け 又 は 不 利 益 を

与 え る 行 為 を い う 。  

(8) ド メ ス テ ィ ッ ク ・ バ イ オ レ ン ス  配 偶 者 又 は 恋 人 等 親 密 な

関 係 に あ る 者 か ら の 身 体 的 、精 神 的 、経 済 的 又 は 性 的 な 暴 力 を
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い う 。  

(9) 協 働  市 、 市 民 、 事 業 者 等 及 び 教 育 関 係 者 が 、 こ の 条 例 の

目 的 を 達 成 す る た め に 、継 続 的 で 対 等 な 協 力 関 係 を 形 成 し 、能

力 、 情 報 等 を 提 供 し 協 力 し 合 う こ と を い う 。  

（ 基 本 理 念 ）  

第 ３ 条  男 女 共 同 参 画 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 基 本 理 念 と し て 推 進 さ

れ な け れ ば な ら な い 。  

(1) 男 女 の 個 人 と し て の 尊 厳 が 重 ん じ ら れ る こ と 、 男 女 が 性 別

に よ る 差 別 的 な 取 扱 い を 受 け な い こ と 、男 女 が 個 人 と し て 能 力

を 発 揮 す る 機 会 が 確 保 さ れ る こ と そ の 他 の 男 女 の 人 権 が 尊 重

さ れ る よ う 配 慮 さ れ る こ と 。  

(2) 社 会 に お け る 制 度 又 は 慣 行 が 、 性 別 に よ る 固 定 的 な 役 割 分

担 等 を 反 映 し て 、男 女 の 社 会 に お け る 活 動 の 自 由 な 選 択 に 対 し

て 影 響 を 及 ぼ さ な い よ う 配 慮 さ れ る こ と 。  

(3) 教 育 の 果 た す 重 要 性 を 考 慮 し 、 学 校 教 育 、 社 会 教 育 そ の 他

の あ ら ゆ る 分 野 の 教 育 の 場 に お い て 、 男 女 共 同 参 画 を 推 進 す

る 視 点 が 採 り 入 れ ら れ る よ う 配 慮 さ れ る こ と 。  

(4) 男 女 が 性 別 に か か わ り な く 対 等 に 、 市 の 政 策 又 は 社 会 の あ

ら ゆ る 分 野 に お け る 方 針 の 立 案 及 び 決 定 に 参 画 す る 機 会 が 、平

等 に 確 保 さ れ る よ う 配 慮 さ れ る こ と 。  

(5) 家 族 を 構 成 す る 男 女 が 、 相 互 の 協 力 と 社 会 の 支 援 の 下 に 、

子 育 て 、介 護 そ の 他 の 家 庭 生 活 に お け る 活 動 と 職 場 そ の 他 の 社

会 の あ ら ゆ る 分 野 に お け る 活 動 を 両 立 す る こ と が で き る よ う

配 慮 さ れ る こ と 。  

(6) セ ク シ ュ ア ル ・ ハ ラ ス メ ン ト 及 び ド メ ス テ ィ ッ ク ・ バ イ オ

レ ン ス が 個 人 の 尊 厳 を 侵 す 人 権 侵 害 で あ る こ と を 認 識 し 、そ の

根 絶 を 目 指 す こ と 。  

(7) 男 女 共 同 参 画 の 推 進 は 、 国 際 社 会 の 動 向 を 踏 ま え て 行 わ れ

る 国 の 取 組 と 協 調 し て 行 う こ と 。  

（ 市 の 役 割 ）  
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第 ４ 条  市 は 、 前 条 に 定 め る 男 女 共 同 参 画 を 推 進 す る た め の 基 本 理

念（ 以 下「 基 本 理 念 」と い う 。）に 基 づ き 、男 女 共 同 参 画 の 推 進 に

関 す る 施 策（ 積 極 的 改 善 措 置 を 含 む 。以 下 同 じ 。）を 総 合 的 に 策 定

し 、 実 施 す る も の と す る 。  

２  市 は 、 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 策 定 し 、 及 び 実 施 す

る に 当 た っ て は 、 国 、 県 そ の 他 の 地 方 公 共 団 体 及 び 関 係 団 体 と 連

携 を 図 り 、 か つ 、 市 民 、 事 業 者 等 及 び 教 育 関 係 者 と 協 働 し て 行 う

も の と す る 。  

（ 市 民 の 役 割 ）  

第 ５ 条  市 民 は 、 男 女 共 同 参 画 に つ い て の 理 解 を 深 め る と と も に 、

家 庭 、 学 校 、 職 場 、 地 域 そ の 他 の 社 会 の あ ら ゆ る 分 野 に お い て 、

基 本 理 念 に 基 づ き 、 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 努 め る も の と す る 。  

２  市 民 は 、 市 が 実 施 す る 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 施 策 に 協 力

す る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 事 業 者 等 の 役 割 ）  

第 ６ 条  事 業 者 等 は 、 男 女 共 同 参 画 に つ い て の 理 解 を 深 め る と と も

に 、 基 本 理 念 に 基 づ き 、 そ の 事 業 又 は 活 動 に お い て 、 男 女 共 同 参

画 の 推 進 に 努 め る も の と す る 。  

２  事 業 者 等 は 、 市 が 実 施 す る 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 施 策 に

協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

３  事 業 者 等 は 、 男 女 が 職 場 に お け る 活 動 に 対 等 に 参 画 す る 機 会 を

確 保 し 、 ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス に 配 慮 し た 環 境 整 備 に 努 め る

も の と す る 。  

（ 教 育 関 係 者 の 役 割 ）  

第 ７ 条  学 校 教 育 、 社 会 教 育 そ の 他 の あ ら ゆ る 分 野 の 教 育 に 携 わ る

者 は 、 男 女 共 同 参 画 に 対 す る 理 解 を 深 め る と と も に 、 男 女 共 同 参

画 の 推 進 に 果 た す 教 育 の 重 要 性 に 照 ら し 、 そ れ ぞ れ の 教 育 が 行 わ

れ る 過 程 に お い て 、 基 本 理 念 に 配 慮 し た 教 育 を 行 う よ う 努 め る も

の と す る 。  

２  学 校 教 育 、社 会 教 育 そ の 他 の あ ら ゆ る 分 野 の 教 育 に 携 わ る 者 は 、
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市 が 実 施 す る 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努

め る も の と す る 。  

第 ２ 章  男 女 共 同 参 画 を 阻 害 す る 行 為 の 禁 止  

（ 性 別 に よ る 差 別 的 取 扱 い 等 の 禁 止 ）  

第 ８ 条  す べ て の 人 は 、 家 庭 、 学 校 、 職 場 、 地 域 そ の 他 の 社 会 の あ

ら ゆ る 分 野 に お い て 、 性 別 に よ る 差 別 的 取 扱 い 及 び 性 別 に よ る 権

利 侵 害 行 為 を 行 っ て は な ら な い 。  

２  す べ て の 人 は 、セ ク シ ュ ア ル・ハ ラ ス メ ン ト 、ド メ ス テ ィ ッ ク ・

バ イ オ レ ン ス そ の 他 の 性 に 起 因 す る 暴 力 的 行 為 （ 以 下 「 暴 力 的 行

為 」 と い う 。） を 行 っ て は な ら な い 。  

第 ３ 章  男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 基 本 的 施 策  

（ 基 本 的 施 策 ）  

第 ９ 条  市 が 実 施 す る 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 施 策 は 、 次 に 掲

げ る 事 項 を 基 本 的 施 策 と す る 。   

(1) 男 女 が 相 互 に 協 力 し 、 子 育 て 、 介 護 等 の 家 庭 生 活 及 び 地 域

生 活 並 び に 職 業 生 活 の 両 立 が で き る よ う ワ ー ク・ラ イ フ・バ ラ

ン ス 等 の 活 動 に 関 し て 必 要 な 支 援 に 努 め る こ と 。  

(2) 暴 力 的 行 為 に よ る 被 害 者 を 救 済 し 、 そ の 自 立 を 支 援 す る た

め 、相 談 を 受 け 、情 報 提 供 を 行 い 、関 係 機 関 と の 連 携 に 努 め る

と と も に 、暴 力 的 行 為 の 防 止 に 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る

こ と 。   

(3) 学 校 教 育 、 社 会 教 育 そ の 他 の あ ら ゆ る 分 野 の 教 育 の 場 に お

い て 、男 女 共 同 参 画 を 推 進 す る た め の 教 育 の 充 実 に 努 め る こ と 。  

(4) 男 女 共 同 参 画 の 推 進 を 阻 害 す る 性 別 に よ る 固 定 的 な 役 割 分

担 に と ら わ れ ず 、男 女 が 、家 庭 、学 校 、職 場 、地 域 そ の 他 の 社

会 の あ ら ゆ る 分 野 に お け る 活 動 に 参 画 す る 機 会 が 平 等 に 確 保

で き る よ う 必 要 な 支 援 に 努 め る こ と 。   

(5) 市 民 、 事 業 者 等 及 び 教 育 関 係 者 が 男 女 共 同 参 画 の 推 進 の た

め に 行 う 活 動 に 関 し て 必 要 な 支 援 に 努 め る こ と 。  

（ 男 女 共 同 参 画 計 画 の 策 定 ）  
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第 １ ０ 条  市 は 、 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計

画 的 に 推 進 す る た め 、 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 基 本 的 な 計 画

（ 以 下「 男 女 共 同 参 画 計 画 」と い う 。）を 策 定 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 男 女 共 同 参 画 計 画 を 策 定 し 、 又 は 変 更 し よ う と す る と

き は 、 諫 早 市 男 女 共 同 参 画 審 議 会 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。  

３  市 長 は 、 男 女 共 同 参 画 計 画 を 策 定 し 、 又 は 変 更 し た と き は 、 速

や か に こ れ を 公 表 す る も の と す る 。  

（ 市 の 政 策 決 定 の 場 へ の 女 性 の 参 画 促 進 ）  

第 １ １ 条  市 は 、 政 策 の 立 案 及 び 決 定 の 過 程 へ の 女 性 の 参 画 を 積 極

的 に 推 進 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

２  市 は 、 附 属 機 関 等 の 委 員 そ の 他 の 構 成 員 を 選 任 す る に 当 た っ て

は 、 積 極 的 改 善 措 置 を 講 じ て 、 男 女 の 比 率 が 一 方 に 偏 ら な い よ う

努 め る も の と す る 。  

（ 啓 発 活 動 ）  

第 １ ２ 条  市 は 、 男 女 共 同 参 画 の 理 解 を 深 め る た め 、 基 本 理 念 に 基

づ き 、 家 庭 、 学 校 、 職 場 、 地 域 そ の 他 の 社 会 の あ ら ゆ る 分 野 に お

け る 制 度 や 慣 行 の 見 直 し の 働 き か け を は じ め と す る 啓 発 活 動 を 行

う も の と す る 。  

（ 情 報 収 集 及 び 調 査 研 究 ）  

第 １ ３ 条  市 は 、 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 策 定 し 、 効 果

的 に 実 施 す る た め 、 男 女 共 同 参 画 に 関 す る 事 項 に つ い て 情 報 収 集

及 び 調 査 研 究 を 行 う も の と す る 。  

（ 年 次 報 告 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は 、 毎 年 、 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 施 策 の 実 施

状 況 等 を 明 ら か に す る 報 告 書 を 作 成 し 、 こ れ を 公 表 す る も の と す

る 。  

（ 推 進 拠 点 ）  

第 １ ５ 条  市 は 、 男 女 共 同 参 画 計 画 を 実 施 す る た め の 必 要 な 体 制 の

整 備 に 努 め る と と も に 、 諫 早 市 男 女 共 同 参 画 推 進 セ ン タ ー を 男 女

共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 実 施 す る た め の 拠 点 並 び に 市 、 市
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民 、 事 業 者 等 及 び 教 育 関 係 者 の 協 働 の 拠 点 と し て 、 男 女 共 同 参 画

を 推 進 す る も の と す る 。  

（ 相 談 及 び 苦 情 の 処 理 ）  

第 １ ６ 条  市 は 、 性 別 に よ る 差 別 的 取 扱 い そ の 他 の 男 女 共 同 参 画 の

推 進 を 阻 害 す る 要 因 に よ る 人 権 の 侵 害 に 関 し 、 市 民 及 び 事 業 者 等

（ 以 下「 市 民 等 」と い う 。）か ら 相 談 が あ っ た 場 合 は 、関 係 機 関 と

連 携 し て 、 当 該 相 談 を 適 切 に 処 理 す る も の と す る 。  

２  市 は 、 市 が 実 施 す る 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 施 策 又 は 男 女

共 同 参 画 の 推 進 に 影 響 を 及 ぼ す と 認 め ら れ る 施 策 に つ い て 、 市 民

等 か ら 苦 情 の 申 出 が あ っ た 場 合 に は 、 適 切 に 処 理 す る よ う 努 め る

も の と す る 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 申 出 を 処 理 す る に 当 た っ て 、 必 要 が あ る と 認 め

る と き は 、諫 早 市 男 女 共 同 参 画 審 議 会 の 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。 

第 ４ 章  諫 早 市 男 女 共 同 参 画 審 議 会  

（ 設 置 ）  

第 １ ７ 条  男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 重 要 事 項 に つ い て 調 査 審 議

等 を 行 う た め 、 市 長 の 附 属 機 関 と し て 、 諫 早 市 男 女 共 同 参 画 審 議

会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。） を 設 置 す る 。  

（ 所 掌 事 務 ）  

第 １ ８ 条  審 議 会 は 、 市 長 の 諮 問 に 応 じ 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て

調 査 審 議 す る 。  

(1) 男 女 共 同 参 画 計 画 の 策 定 及 び 変 更 に 関 す る 事 項  

(2) 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 重

要 事 項  

２  審 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、 市 長 に 意 見 を 述 べ る こ と

が で き る 。  

(1) 男 女 共 同 参 画 計 画 の 実 施 状 況 に 関 す る 年 次 報 告 書 に 関 す る

事 項  

(2) 第 １ ６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 苦 情 の 処 理 に 関 す る 事 項  

(3) 前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  
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（ 組 織 等 ）  

第 １ ９ 条  審 議 会 は 、 委 員 １ ０ 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。  

２  委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 市 長 が 委 嘱 す る 。   

(1) 学 識 経 験 を 有 す る 者   

(2) 各 種 団 体 の 推 薦 を 受 け た 者  

(3) そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め る 者  

３  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前

任 者 の 残 任 期 間 と す る 。   

（ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

第 ２ ０ 条  審 議 会 に 会 長 及 び 副 会 長 を 置 く 。  

２  会 長 及 び 副 会 長 は 、 委 員 の 互 選 と す る 。  

３  会 長 は 、 会 務 を 総 理 す る 。   

４  副 会 長 は 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 会 長 が 欠

け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 会 議 ）  

第 ２ １ 条  審 議 会 は 、 会 長 が 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。  

２  審 議 会 の 会 議 は 、 委 員 の 半 数 以 上 が 出 席 し な け れ ば 開 く こ と が

で き な い 。  

３  審 議 会 の 議 事 は 、 出 席 者 の 過 半 数 で こ れ を 決 し 、 可 否 同 数 の と

き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

（ 庶 務 ）  

第 ２ ２ 条  審 議 会 の 庶 務 は 、 市 民 生 活 環 境 部 に お い て 処 理 す る 。  

（ 運 営 事 項 の 委 任 ）  

第 ２ ３ 条  こ の 章 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な

事 項 は 、 会 長 が 審 議 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

第 ５ 章  雑 則  

（ 委 任 ）  

第 ２ ４ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必

要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  
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（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ５ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 策 定 さ れ て い る 第 ２ 次 諫 早 市 男 女 共 同

参 画 は 、 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 策 定 さ れ た 男 女 共 同 参 画 計

画 と み な す 。  

 


